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答申第３６号

「私が県警本部警務課等に捜査申入れ等した記録」の非開示決定に係る審査請求に

対する裁決

栃木県情報公開審査会

第１ 審査会の結論

、「 」 、栃木県警察本部長が 私が県警本部警務課等に捜査申入れ等した記録 について

その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した非開示決定は妥当である。

第２ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

審査請求人は、栃木県警察本部長に対し、平成１５年１１月１０日付けで 「私が、

県警本部警務課等に捜査申入れ等した記録」について、開示請求（以下「本件請求」

という ）を行った。。

本件請求に対して栃木県警察本部長が平成１５年１１月２５日付けで栃木県情報公

開条例（平成１１年栃木県条例第３２号。以下「条例」という ）第１１条第２項の。

規定に基づき行った非開示決定（以下「本件処分」という ）について、その取消し。

及び公文書の開示を求めるものである。

２ 審査請求の理由

審査請求人の審査請求書、開示決定等理由説明書に対する意見書における主張を要

約すると、おおむね次のとおりである。なお、審査請求人に口頭意見陳述の意向を確

認したところ、口頭意見陳述の機会は求めない旨、審査請求人から口頭で回答があっ

た。

ア 当局（県警捜査二課、矢板署）に再三の捜査依頼をしたことについて審査請求人は

押印による録取書を確認しておらず、捜査に着手したかどうかも分からない。

イ 刑事案件を県警が放置したことにより生じた被害は、適時に対応していれば（捜査

着手していれば）拡大していなかったと思われる。

ウ 捜査依頼した案件について開示された資料を基に告訴手続きをする。

第３ 実施機関の主張要旨

実施機関の開示決定等理由説明書及び公文書の存否を含めた事情説明における主張

を要約すると、おおむね次のとおりである。

１ 公文書開示請求書の記載内容

本件請求に係る公文書開示請求書の記載内容をみて、具体的請求内容について判然

としなかったことから、電話により審査請求人に確認したところ 「私が警察本部及、
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び矢板警察署に面会及び電話で捜査申し入れ等したことがわかる記録」である旨の回

答があったものである。

２ 個人情報の取扱い

条例第７条第２号の非開示情報に該当するかどうかは、請求者のいかんを問わず判

断するものであって、個人に関する情報を当該個人が開示請求した場合であっても開

示することはできないと解釈されている。

３ 存否応答拒否の適用

本件請求のように、個人を特定して、当該個人が行った行為の開示請求が行われた

場合は、仮に、当該文書の有無を前提として非開示決定をすると、当該個人が、警察

本部又は矢板警察署に捜査申し入れをしたことが明らかとなり、また、当該文書は存

在しないと回答すると、当該個人が警察本部又は矢板警察署に捜査申し入れをしてい

ないことが判明する結果となって、当該文書を開示したときと同様に、非開示情報の

規定により保護すべき利益が害されるおそれがあるところから、条例第１０条を適用

して当該開示請求を拒否したものである。

第４ 審査会の判断理由

１ 判断に当たっての基本的な考え方

条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民に公文書の開示を請求する権利を保障す

ることにより、県が県政に関し県民に説明する責務を全うするようにするとともに、

県民の県政への参加を促進し、もって一層公正で開かれた県政の実現に寄与すること

を目的に制定されたものであり、原則公開の基本理念の下に解釈、運用されなければ

ならない。

当審査会は、この基本的な考え方に立って本件処分を調査審議し、県民の公文書の

開示を求める権利が不当に侵害されることのないよう条例を解釈し、以下判断するも

のである。

２ 本件請求の対象とされた公文書の性格について

本件請求は、審査請求人が警察本部及び矢板警察署に面会及び電話で捜査申入れ等

したことがわかる記録の開示を求めるものであり、請求内容において審査請求人に関

するものと特定されている。したがって、本件請求の対象とされた公文書について、

当該文書の存否を答えるだけで、審査請求人が県警本部等に捜査申入れ等したか否か

の事実を答えたことと同様な結果になると認められる。

３ 具体的な判断

(1) 条例第７条第２号該当性について

条例第７条第２号は、個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報

を除く ）であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の。

個人を識別することはできないが、公開することにより、なお当該個人の権利利益を
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害するおそれがあるものについては、同号イ、ロ又はハに該当する情報を除き、これ

を非開示情報として規定している。

審査請求人が警察本部等に捜査申入れ等したか否かは、個人に関する情報であって

特定の個人が識別され、若しくは識別され得る情報であると認められるので、条例第

７条第２号本文に該当するものであり、また、同号イ、ロ又はハには該当しないもの

であると認められる。

(2) 自己情報について

本件請求は、審査請求人が自己情報について開示請求したものである。

条例第７条は、その本文において 「次の各号のいずれかに該当する情報が記録さ、

れている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない」と

規定し、同条各号に該当する情報は、原則として、実施機関の裁量の余地なく非開示

とされる。

したがって、当審査会としては、同条第２号の個人に関する情報に該当するか否か

は、原則として、請求者が本人であるか否かを問わず判断すべきであり、本件請求に

ついては、自己情報の開示請求であることのみをもって、例外的措置を講じる必要は

認められないと考える。

(3) 公文書の存否応答拒否について

条例第１０条は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否

かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文

、 。書の存否を明らかにしないで 当該開示請求を拒否することができる旨規定している

本件請求の対象とされた公文書については、その存否を明らかにするだけで、上記

(１)で述べた条例第７条第２号に該当する非開示情報を開示することとなるため、公

文書の存否を明らかにしないで本件請求を拒否した非開示決定は妥当であると認めら

れる。

４ 結論

以上のことから、当審査会は冒頭の「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

５ 附帯意見

情報公開条例においては、自己情報であっても開示することができないのが原則で

あるので、当審査会としては、本件請求に対し上記のとおり判断したところである。

しかし、自己情報の開示については、本来、栃木県個人情報保護条例の中の開示制

度で対応されるべきものであると考えられる。本県では、同条例が、平成１３年１０

月１日から施行されているが、公安委員会及び警察本部長は、現在、当該条例の実施

機関とはなっていない。当審査会としては、できるだけ早期に、警察本部長らが個人

情報保護条例の実施機関に加わることを望むものである。
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６ 審査会の処理経過

審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 処 理 内 容

平成16年 1月30日 ・諮問

平成16年 2月18日 ・諮問庁から開示決定等理由説明書を受理

平成16年 3月25日 ・審議（経過等説明）

（第165回審査会）

平成16年 4月22日 ・審議

（第166回審査会）

・実施機関の職員からの事情説明平成16年 5月20日

（第167回審査会） ・審議

平成16年 6月10日 ・審議

（第168回審査会）

平成16年 7月15日 ・審議

（第169回審査会）

平成16年 8月17日 ・審議

（第170回審査会）

・審議平成16年 9月 9日

（第171回審査会）
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